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月分

※　実施日は利用子どもの全てに副食の全てを提供する日とする（施設の都合によらず副食の一部又は
　　全部の提供を要しない利用子どもについては副食の全てを提供しているものとみなす）。

１号認定子どもに係る月の
給食実施日数
（上限：20日）

添付書類

令和７年度

月の給食提供状況が分かる資料
（献立表など）

副食の提供に係る報告書

施 設 名


